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「能力」の調査項目は、各項目が指定する確認動作が「できる」か「できない」かを評価する

項目です。特記事項には、本人の「能力」を記載する必要がありますが、「能力」以外の内容

（「介護の手間」など）についても記載されていることが多いです。 

 今まで 1 群に記載していた「介護の手間」は、「介助の方法」で評価する 2 群・5 群に記載し

ましょう。 

 

 

 

 記載する場所（項目）を間違っている内容  

 

 

 

 

記載すべき項目 

1-1 麻痺 

［能力］ 

 

本人の概要（詳細な既往歴や治療状況等） 

[特記事項の内容を理解しやすくするための参考情報] 
概況調査 

 

身体の動きにくさに伴う生活への支障・介助内容 

（例）・痛みがあり上衣着脱に時間がかかる 

・下肢筋力低下によりフラツキ見られ家族は目が離せない 

2 群や 5 群 

［介助の方法］ 

1-3 寝返り 

［能力］ 

 

体位交換の介助 2-1 移乗 

［介助の方法］ 

1-7 歩行 

［能力］ 

 

室内・室外の移動の状況・介助の状況 2-2 移動 

［介助の方法］ 

 

 

 

 

 

 

 

「具体的な介助方法」と 

「頻度」を忘れずに 

間違いの多い項目 

1-7 歩行と 2-2 移動の特記事項が 

同じ記載になっていませんか？ 

特記事項の記載場所（項目）、その場所であっていますか？ 

記載する場所はこちら 

重要ポイント‼ 
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      実際の事例で考えてみよう！                                               

【問題】 以下の下線部①～⑪は、どの項目に記載すべきでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

記載すべき項目 番号 

概況 ④ 

1-1 麻痺 ① 

1-7 歩行 ②、⑧ 

2-2 移動 ③、⑤、⑥、⑦、⑨、⑩、⑪ 

【結果】 

                            群の記載が多くなる！ 

 

◆複数項目にわたり、「全く問題なくできる場合」や「全くできない場合」について                                        

以下のようにまとめて記載してもかまいません（省略は不可）。 

（例）  「（1-3）～（1-9）確認動作試行し可。日頃も同様。」 

       「（3-1）～（3-7）問題なく回答出来た。日頃も同様。」 

       「（4-1）～(4-15)該当する項目はない。」 

【注意】  

①判断に迷った場合や、②試行した結果と日頃の状況が異なる場合（より頻回な状況で選択

した場合）、③調査対象者の個別性を審査会に伝える必要がある場合、まとめずにそれぞれ

具体的に記載してください。 

 

◆調査票を読み返して      

（1-1） ①座った状態で確認動作できた。 ②腰痛があり、歩行が不安定であり長距離が

歩けない。 ③また、外出先で転倒した。特に階段昇降時には危険があり気を付け

ている。 ④今回は玄関前の階段の手すりの設置を希望し申請した。 

 

（1-7） ⑤室内は、家具、壁、柱などに伝い歩く。  ⑥外出時は、杖につかまり歩く。 ⑦

腰痛があり、長い距離が歩けないため休み休み歩く。 ⑧つかまれば 5ｍ歩行でき

た。 

 

（2-2） ⑨室内は、ひとりで移動する。 ⑩近所のスーパーへはひとりで行く。 ⑪離れた

病院へは息子の車で付き添いで行く。 

２ 

対象者の姿がイメージできますか？ 
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介助の方法で評価する 「特に個別性の高い」 項目について（補足） 
 

 

２－２「移動」 
 

 

 

 

 聞き取るポイント  

１．まず、日頃過ごしている場所は、どこですか？        

 リビング？ 自室のベッド？  その他（     ） 

 
２．移動先は？ 

   トイレ等（  回／日） 食堂（  回／日） 居間（  回／日）、 

   洗面所 （  回／日） 浴室（  回／日） 玄関（  回／日）、 

   屋外  （  回／日）等 

   
３．移動方法は？ 

   ① 自分ひとりで：何も持たない・つかまらない、杖、壁や手すり、車い

す(自操)、歩行器、這って行く、シルバーカー等 

   ② 介助者が：見守り・確認・指示・声かけ、体を支える、手を添える、

体幹を支える、車いすを押す（段差など一部？全介助？） 

    認知症を有する場合の手引き歩行等  

   ③ 介助者の人数は？（   人） 

  
４．所要時間は？ 

   「時間がかかる」…具体的な所要時間（  分）     

  
５．時間帯（朝・昼・夜・夜中）により、状況に変化がないかどうか 

    
６．体調に波が無いかどうか 

（透析、パーキンソン病、リウマチ、癌末期などの日内変動等） 

   体調の良い時・悪い時の介助の状況、およびそれぞれの頻度 
 

７．医学的な理由で禁止されていないかどうか 

      
                        

          

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「移動」とは、「日常生活」において、食事や排泄、入浴等で、必要な場所への

移動にあたって、見守りや介助が行われているかどうかで選択する。   
＜定義 ＞ テキ スト P.73 

８．外出時は？ 

玄関先への移動、玄関から道路まで、車やタクシーまでの

移動も含めて 
※「外出行為」については 定義には含まれませんが、介護の手間に

なります。必ず、特記事項に記載 すること！ 

 

９．「介助されていない」状態や「実際に行われている介助」が「不

適切」でないかどうか？ 

 

◆「介助の方法」が評価軸であり、介助の実態で評価します 。選択肢は、

「介助の方法」と「 頻度」で選びます。 

◆ 頻度が少ないため に選択されなかった 状況や本人の「能力」につい て

は、特 記事項に記載します。 

-21-



                            

２－４「食事摂取」 

 

 

項目の判断のポイント  

・｢皿の置き換え｣､常時の付き添いの必要がある｢見守り｣､行為の｢確認｣｢指示｣｢声かけ｣等 

⇒「見守り等」 ※ 特記 事 項には、 理 由と 頻度 を 記載！ 

・食卓で小さく切る、ほぐす、皮をむく、魚の骨を取る等、食べやすくするための介助

や、スプーン等に食べ物を乗せる介助  

 ⇒「一部介助」 ※ 特記 事項に は 、理 由と 頻 度を記載 ！ 
・調理（厨房・台所でのきざみ食、ミキサー食の準備等）、配膳、後片づけ、食べこぼ

しの掃除、いすに座らせる、エプロンをかける等の介助のみ   

⇒「介助されていない」 ※ 特記 事 項に は、 理 由と頻度 を 記載 ！  

 

聞き取るポイント  

１．朝・昼・夕の食事内容に違いがある場合があることから、介助の方法が異なる

場合がある。 

例）朝は、パンとジュースのみで「介助されていない」 

    昼は、麺類を フォークを使って、20 分程度かけて食べている。「介助されて

いない」 

  夜 は 、家 族と 同 じ食事 で 、食 事の 後 半にな る と腕 が疲 れ てくる た め、 妻に 食

べさせてもらっている。「一部介助」 

⇒ 頻度から、「介助されていない」 

  ３ 食の状況については、全て特記事項 に記載す る。 

２．調理で何か工夫されているのかどうか 

 例） 握力の問題 等で箸やスプー ンが上 手く使えない場合 、むせ易い状態の場合、

利き手 ではない手で食事しなけ ればなら ない場合、歯が無 い等の問 題がある場

合等…状態だけ記載されていることがある。 

３．「時間がかかる」場合･･･具体的な所要時間の記載が望ましい。不適切な状況と

判断するかどうか？ 

４．同じ｢一部介助｣でも、介助量に幅があります!  

 例）①ほとんど介助が行われない一部介助： 

「ほとんど自分で食べるが、大きなものは、小さく切るなどの介助が行われている」 

   ②全介助に限りなく近い一部介助： 

「自分で食べようとするが、数口 でやめてしまうため、ほとんどを介助して いる」 

   ⇒必ず 、特 記事項に具 体 的な 状 況を記載する こ と。  

 

★「えん 下」と「食事摂取 」の「見守り等」は異な るもの  

項目 評価軸 「見守り等」の定義 

えん下 能力 
「できる」「できない」のいずれにも含まれない場合。

必ずしも見守りが行われている必要はない。 

食事摂取 介助の方法 
常時の付き添いの必要がある「見守り」や、行為の「確

認」「指示」「声かけ」「皿の置き換え」等のことである。 

   ◆ 「えん下」だけに特化した見守りは通常考えられないが、食事摂取の見守りは、

その目的を明示していないので、常時付き添いが必要なレベルならば、要件は満

たしている。 

  ◆ 「えん下」に「見守り等」がついたら、自動的に食事摂取に「見守り等」がつく

ということはない。 

「食事摂取」とは、食物を摂取する一連の行為のことである。 

 ＜ 定 義 ＞ テ キ ス ト P.78 

「えん下」に「常時の見守

り」が必要な場合は、「食

事摂取」で「見守り等」を

選択できるか？ 
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２－５「排尿」・２－６「排便」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※まずは、各項目の定義（一連の行為）をしっかりと押さえておきましょう。 

 

項目の判断のポイント  

・認知症高齢者等をトイレ等へ誘導するために必要な、「確認」「指示」「声かけ」等   

⇒「見守り等」 ※ 特記事項には、理由と頻度を記載！ 

            ※「移動 」の介助とは区別して考える！ 

・トイレやポータブルトイレ、尿器等の排尿後の掃除：日常的な掃除は含まない。 

・使用したポータブルトイレの後始末を一括して行う場合：排尿（排便）直後であ

るかどうかや、その回数に関わらず「排尿（排便）後の後始末」として評価する。 

・浣腸や摘便の介助のみで、他の行為は介助されていない場合   

⇒「介助されていない」 ※ 特記事項 には、状況と頻度等を記載！  

 

聞き取るポイント   

１．時間帯（朝・昼・夜・夜中）により状況に変化がないかどうか： 

  それぞれの介助の状況と頻度 

２．介助者がいる時、いない時：それぞれの介助の状況と頻度 

３．体調の良い時、悪い時の状況：それぞれの介助の状況と頻度 

４．失禁の有無、失禁のある時の後始末の状況：それぞれの介助の状況と頻度  

５．下肢筋力低下（ふらつきあり、両足立位保持で支えが必要等）のある場合の、 

 ズボン・パンツの上げ下げについて 

６．「全介助」で行われる、おむつ交換の状況・頻度については、定時交換なのか、

対象者の訴えによるものか、股関節の拘縮がある・２人がかりで行うなどの介護

の手間が無いかどうか？  

７．不適切な状況ではないかどうか？ 

 

      

 
◆ トイレ、パット、 リハビリパ ンツ、 オムツ、ポータブルトイレ、 尿器

など… 排せつの方法 や介助の 状況は、対象者 によって異 なります。 

◆ 同じ対象者でも、排尿 と排便の方法が異なる場 合も多い ため、丁寧に

聞き取るようにしてください。 

◆ 頻度が少 ない ために選択されな かった状 況は、頻度とともに特記事項

に記載する。 

「排尿」とは、「排尿動作（ズボン・パンツの上げ下げ、トイレ、尿器への排尿）」

「陰部の清拭」「トイレの水洗」「トイレやポータブルトイレ、尿器等の排尿後の

掃除」「オムツ、リハビリパンツ、尿とりパッドの交換」「抜去したカテーテルの

後始末」の一連の行為のことである。         ＜定 義＞テ キ スト P.8１ 

「排便」とは、「排便動作（ズボン・パンツの上げ下げ、トイレ、排便器への排

便）」「肛門の清拭」「トイレの水洗」「トイレやポータブルトイレ、排便器等の排

便後の掃除」「オムツ、リハビリパンツの交換」「ストーマ（人工肛門）袋の準備、

交換、後始末」の一連の行為のことである。      ＜定義＞テ キ スト P.8４ 
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